


http://airport-community.naa.jp/
航空管制情報を活用した「航跡情報」をはじめとして、「航空機騒音」、「大
気質」及び「水質」に係る環境調査結果、環境対策の実施状況をWebサ
イトで公開しています。

※ 成田空港環境こみゅにてぃ

※空港内の工事音や、航空機の地上走行音、エンジン試運転音、APU（補
助動力装置）稼働時に発生する音などで、このうち航空機の地上走行音、
エンジン試運転音及びAPUの稼働に伴う音は航空機騒音の評価指標
（Lden）の対象になっています。

　航空機騒音の影響範囲を最小限にとどめるため、利根川
から九十九里浜までの直進上昇・下降部分に飛行コース幅
（監視区域）を設定し、逸脱した航空機がないか監視してい
ます。
　天候や安全確保などの合理的理由がなく逸脱した航空
機があった場合は、便名や理由を公開し、国土交通省から
航空会社に対し必要に応じて指導を行っています。2021年
度の合理的理由なき逸脱航空機は5機（0.004％）でした。

　航空機の離着陸における騒音を監視するため、成田国際空
港では1978年の開港当初から騒音を測定しており、現在当社
では空港周辺の33カ所に航空機騒音測定局を設置して通年
測定を実施しています。
　2021年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響が続いて
おり、復便など回復の兆しは見えているものの、感染拡大以前
の2019年度と比較すると大幅な減便となり、各測定局におけ
る航空機騒音評価指標Ldenの年間値は、いずれも騒防法に基
づく区域指定の基準を大きく下回りました。

　また、上記測定局のほか、千葉県が23局、茨城県が10局、関
係市町が37局（2022年4月時点）を設置しており、空港周辺で
は合計103局による騒音測定が常時続けられています。当社33
測定局のデータについては、当社の環境情報公開サイト「成田
空港環境こみゅにてぃ」※にてリアルタイムでご覧いただけます。

　短期測定は、騒防法に基づく騒音区域指定の検証を目
的として当社が実施しています。第1種、第2種、第3種区域
の境界付近51地点で、夏季と冬季(一部、春季と秋季)に連

続した7日間ずつ測定しています。2021年度は、すべての
短期調査地点において、 denの期間通算値は、騒防法に基
づく区域指定の基準内でした。

　航空機の離着陸時に発生する騒音以外に空港から発生
するさまざまな騒音※を監視するため、空港内外に地上騒
音測定局を設置し、常時測定しています。

年度

合理的理由なき逸脱航空機数
（発着回数に対する割合）

航空機発着回数

2017

7
(0.003％）

252,447

2018

10
(0.004％）

256,821

2019

4
(0.002％）

258,497

2020

5
(0.005％）

106,280

2021

5
(0.004％）

137,585

■ 逸脱航空機数の推移

■ 飛行コース幅と重ね合わせ航跡図（例）

短期測定

■ 航空機騒音測定局位置図

第1種区域 第2種区域
第3種区域 ●測定局

標準飛行コース
飛行コース幅
（A滑走路）

飛行コース幅
（B滑走路）

A滑走路離陸
A滑走路着陸

B滑走路離陸
B滑走路着陸

■ 通年測定結果（2021年度）

測定局番号 測定局名 Lden 前年度との比較

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

新利根
下加納
河内

西大須賀
内宿
久住
荒海

土室（NAA）
飯岡

芦田（NAA）
大室（NAA）
１６Ｌ

新田(NAA)
１６Ｒ
一鍬田
３４Ｒ
菱田東

三里塚小学校
三里塚グラウンド
芝山千代田
３４Ｌ
喜多
芝山東
千田
牛尾
芝山

中台（NAA）
大総
山室
横芝
松尾
上堺
蓮沼

51.7
50.4
54.6
55.7
50.9
54.8
60.1
52.7
57.2
55.2
54.3
65.3
49.7
70.2
47.3
64.5
47.6
58.5
61.3
53.2
72.7
45.5
51.8
51.7
51.0
54.5
55.7
52.3
52.6
50.8
56.1
50.0
54.0

-0.2
3.1
0.1
2.8
4.4
0.3
-0.2
4.4
-0.4
-0.2
5.1
3.5
0.4
-0.1
0.9
-1.2
0.0
0.1
0.2
0.0
0.3
0.3
0.7
-0.4
-0.5
1.0
0.9
0.2
1.0
0.0
0.8
-0.1
0.5

※ 2021年3月時点

APU（補助動力装置）の排気口

　成田国際空港では、1978年の開港以来、台風、大雪などの悪
天候の場合や、航空機の安全や乗客の生命に係る場合など、緊
急またはやむを得ない場合を除き、23時から翌朝6時までの夜
間時間帯の離着陸を禁止してきました。
　2013年3月からは、出発地空港の悪天候など、航空会社の努
力では対応できないやむを得ない場合に限り、23時台の離着陸
を認める「離着陸制限（カーフュー）の弾力的運用」が開始されま
した。また、2018年3月、夜間離着陸制限の緩和について、国土
交通省、千葉県、空港周辺9市町、当社からなる四者協議会にお
いて合意がなされ、2019年10月からA滑走路の運用時間が1時
間延長されるとともに、Ａ滑走路の弾力的運用は深夜0時から深
夜0時30分までに変更されました（B滑走路の弾力的運用は23
時から深夜0時）。

　離着陸制限時間帯の運航情報は、当社のWebサイト「カー
フュー内運航について」（https://www.naa.jp/jp/csr/curfew/）
にて、発生した翌日に公表しています。

弾力的運用※1

22:00
Ａ・Ｂ滑走路

10便までの発着 10便までの発着

便数制限なし

Ｂ滑走路Ａ滑走路

23:00

0:00

0:30

6:00

離着陸制限（カーフュー）
時間帯※2 離着陸制限（カーフュー）

時間帯※2

弾力的運用※1 弾力的運用※1

【2013年3月31日～2019年10月26日】 【2019年10月27日～】

※1 弾力的運用
　・出発空港での遅延（着陸）
　・他空港での一時退避による遅延（着陸）
　・玉突きによる遅延（着陸）
　・成田への引返し（着陸）
　・やむを得ない理由による遅延（離着陸）

※2 離着陸制限（カーフュー）時間帯
「緊急またはやむを得ない事態」のみ離着陸可能
（具体例）
　・機体の安全上の異常事態
　・急病人の発生等生命に係る異常事態
　・捜索、救難
　・成田空港での異常気象　　など

通年測定

L

夜間の離着陸制限（カーフュー）

飛行コース幅（監視区域）の設定と監視

航空機の騒音測定 空港内地上騒音測定

稲敷市

河内町
神崎町

香取市

成田市

酒々井町 富里市

多古町

芝山町

八街市

山武市

横芝光町
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騒防法に基づく指定区域
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住宅防音工事実施前

NRH（ノイズリダクションハンガー）

防音堤

住宅防音工事実施後（防音ドア、防音サッシなど交換）

※2020年度より滑走路区分なし

　整備を完了した航空機が、安全運航のためエンジン試運転
を行うことは大変重要です。こうしたエンジン試運転を行う際
の騒音を低減するため、1999年に航空会社と共同で格納庫
型消音施設「NRH（ノイズリダクションハンガー）」を設置し
ました。
　この施設は、整流した空気を天井から取り入れる上方吸気
方式を採用しており、風向きに関係なくいつでもエンジンの
試運転ができます。また、施設内部の壁や天井は吸音性や遮
音性に優れた素材でできているため、従来の消音装置に比
べ、消音効果は飛躍的に向上しています。
　この施設を使えば、400m離れた空港境界付近では、人の
話し声と同等の60dB以下にまで低減させることができます。
　2021年度のエンジン試運転は705回行われ、そのうち
NRHの使用は595回（84.4％）でした。

排気口
吸気口

　航空機が滑走路離着陸時などに発する騒音の影響を軽減す
るため、空港周囲に防音堤や防音林を整備しています。幅
100m、高さ10mの防音堤の場合、地上走行中の航空機の騒
音レベルを、600m離れた防音堤をはさんだ反対側の受音点
では、10～12dB低減することができます。
　また、従来から樹木が十分に育っている場所では、その自
然的価値と防音効果を最大限に活かす整備を行い、防音林
として機能させています。

　空港周辺市町の首長・議長、学識経験者、住民代表、国
土交通省、千葉県、茨城県、航空会社及び当社が一体と
なって、航空機騒音による障害の防止、または軽減措置を
協議する場として、1972年より成田国際空港騒音対策委

員会を組織しています。下部組織には、空港周辺各地区に
地区部会が設置され、そこから提起された問題を協議する
ことにより、騒音対策の充実と安全かつ適切な空港運営を
図っています。

　空港周辺における航空機騒音などにより生じる障害の防
止及び空港周辺整備の費用に充てるものとして、千葉県と
茨城県、そして空港周辺10市町に、成田国際空港周辺対策
交付金を交付しています。
　1978年の開港当初から2022年3月31日までの交付金総
額は約1,486億円です。交付金は、防音工事を行った公共施
設の維持のほか、空港周辺の道路、公園、消防施設、コミュ

ニティ施設などの整備にも充てられています。
　2020年度からは、県や市町が機能強化にあわせたまちづ
くり整備を先行的に行えるよう、発着回数50万回時の将来
予測数値を用いることで交付総額を引き上げるとともに、こ
れまで対象外としてきた、教育、医療、福祉といった目的にも
活用できる「地域振興枠」を新たに設定しました。さらに、A
滑走路における運用時間の変更の先行実施を踏まえ、A滑
走路騒音下の市町に対し、C滑走路供用までの間、「A滑走
路特別加算金」を交付しています。

　航空機騒音による障害の防止・軽減のため、当社は住宅や
公共施設などについて騒防法に基づいた防音工事の助成を
行っています。

　騒防法の第1種区域が告示された際、そこに所在している住
宅に、騒音の程度に応じて必要とされる防音工事や空調機器
設置の助成を行っており、一定期間を経て機能低下が見られる
空調機器には、更新工事の助成も行っています。
　また「成田空港の更なる機能強化」に伴い、（公財）成田空港
周辺地域共生財団が実施する内窓設置工事事業（P55参照）の
開始や、NAAが実施する防音工事施工内容の充実（ペアガラス
への助成等）を図るなど、きめ細やかな対策も実施しています。

100m

600m

受音点

常緑広葉樹（シイ・カシなど） 針葉樹（ヒノキなど）

10m

対象戸数 実施数

12,591戸 5,220戸

■ 住宅の防音工事助成実施状況 （～2021年度）

■ 住宅防音工事の事例

■ 防音堤断面イメージ

住宅の防音工事

　騒防法に基づいて、学校、保育所、幼稚園、病院、乳児院、特
別養護老人ホームなどの施設や市町の共同利用施設に、騒
音の程度に応じて必要とされる防音工事や空調機器設置の
助成を行っています。一定期間を経て機能低下が見られる空
調機器には、住宅の防音工事と同様に更新工事の助成も
行っています。

学校、共同利用施設などの防音工事

　航空機騒音の影響がとくに著しい区域の住宅などには、騒
防法及び騒特法の規定に基づいて移転補償を実施していま
す。個々の家屋の移転のほか、古くから続く地域社会や集落
のつながりに配慮した集団移転にも対応しています。

■ 移転補償実施状況 （～2021年度）
対象戸数 実施数

騒防法 503戸 503戸
騒特法 1,662戸 517戸
計 2,165戸 1,020戸

エンジン試運転対策

防音堤・防音林などの整備

空港構造の改良

防音工事

空港周辺対策

成田国際空港周辺対策交付金

成田国際空港騒音対策委員会

移転補償
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　空港建設により失われた豊かな自然を取り戻すために取り
組みを進めています。
　「成田空港周辺緑化基本計画」に基づき、緑地が有する騒音
緩衝機能、自然環境保全機能、修景機能及びレクリエーション
機能などを適切に配置し、全体として有機的連携を持った緑
地整備を図るため、周辺地域の立地的特性にあわせて、植生や
景観を考慮した緑化施設を整備しています。
　芝山水辺の里などでは、緑地が持つ機能を最大限に活かし
ながら、ミチゲーション※の考え方を参考に、自然そのままを残
すだけでなく、一度失われてしまった自然を復元し、保全して

います。
　また、成田国際空港が位置する北総地域は、野菜生産額全
国トップクラスである千葉県の農業の中心地であり、有機農業
の先進地でもあります。当社では、空港周辺地域で移転された
農家の方 の々土地を適正に管理し、貸付を行っています。

　空港の南側（芝山町岩山地区）の「芝山水辺の里」に隣接する約17.6ha（東京ドーム
約4個分）の当社所有地を活用して、ありのままの自然を活かした体験型自然公園「グ
リーンポート エコ・アグリパーク」を2007年に開園しました。アグリパークは、北総地
域を代表する谷津地形を持ち、変化に富んだ環境となっており、多くの昆虫類をはじ
め多種多様な動植物が生息しています。当社では、これら多様な生物を育む環境を大
切に守っていくとともに、里山の景観復元を目標としています。

　「成田空港周辺緑化基本計画」に
基づき、周辺地域の立地的特性に
あわせて植生や景観を考慮した緑
化施設を整備しています。

自然環境保全と農業再生

開発などによる環境への影響を何らかの具体的な措置によって緩和軽減す
ることや、失われる環境と同じだけの環境を復元し調和を図っていくこと。

※ ミチゲーション

成田国際空港

航空科学
博物館

芝山水辺の里

朝倉やすらぎの杜
空の駅
風和里しばやま

至 八日市場

至 三里塚

至 富里市

296

106

62

グリーンポート
エコ・アグリパーク

ACCESS MAP

緑化施設

　地域農業の振興のため、移転された農
家の方々の土地を有効利用し、農地とし
て利用可能な土地は、周辺自治体の協力
を得ながら地元農家への貸付を行って
います。
　未貸付地については、今後も農地とし
て活用できるよう定期的に耕転や草刈り
を行うほか、レンゲを植えて地力の維持・
増進を図っています。

移転跡地の有効利用

自然公園の整備
 ─グリーンポート エコ・アグリパーク

至空港

成
田
松
尾
線（
芝
山
は
に
わ
道
）

62

296

桜
トイレ

駐車場

案内看板

空の駅
風和里しばやま 畑

竹林

竹林

＜水辺の里中流部＞

至 水辺の里上流部、
下流部
航空科学博物館
空と大地の歴史館池

竹林

湿地

湿地

湿地

月極駐車場
湿地

ため池

案内看板■ グリーンポート エコ・アグリパーク

　「成田空港の更なる機能強化」により伐採したスギ
やヒノキ、ヤマザクラなどの樹木を有効活用し、NAA
本社ビルの打ち合わせ用デスクを作製しました。
　また、第3旅客ターミナルビルの拡張（P8～9参照）
エリアにおいては、伐採木でパーテーションポールを
作製。金属製よりも温かい雰囲気を演出し、訪れる旅
客を明るく迎えています。
　今後も旅客ターミナルビルのお客様エリアを中心
に、伐採木を有効活用した製品を設置予定です。

機能強化による伐採木の有効活用

51

295

取香川

9

空と水の
ふれあい
ゾーン

田園ふれあい
ゾーン

緑豊かな
街づくりゾーン

花と
緑のゾーン

旅立ちと緑のゾーン

空港と
緑のゾーン

成田
国際空港

里山の整備
（成田市長田）

1

十余三東雲の丘9
（成田市十余三）

三里塚さくらの丘
（成田市三里塚）

7

南三里塚遊歩道
（成田市三里塚）

8

グリーンポート 
エコ・アグリパーク
（芝山町岩山）

6

朝倉やすらぎの杜
（芝山町朝倉）

5芝山水辺の里
（芝山町岩山）

4

場外放水路
水辺環境整備（取香川）2

成田市さくらの山
（成田市駒井野）
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詳しくは右ページ

第3旅客ターミナルビルに設置
しているパーテーションポール

場外放水路の桜並木  COLUMN

成田国際空港の場外放水路は、空港敷地内等に
降った雨水を放流するために設置。2001～2005年
に「多自然型川づくり事業」の一環で桜の苗木の寄
付金を募集し、場外放水路に約170本のソメイヨシ
ノを植樹しました。桜の一本一本に寄付者のお名前
が掲示されています。約1.3kmある桜並木は散策路
として周辺地
域の方々や旅
行者、空港関
係者にも親し
まれています。

　桜の植樹事業は、空港建設
によって失われた緑を回復す
ることを目的に、20年ほど前に
始まりました。寄贈者の思いを
大切にし、地域の方々に愛され
る環境を作りたいという思いで

維持管理を続け、今では大木に成長しています。今後の空港機能強化に
より、周辺地域の環境は大きく変化します。できる限り環境に負荷がか
からない方法を模索し、適切に進めていきたいと考えています。

成田国際空港株式会社
地域共生部 環境コミュニティグループ
折原 一彰

STAFF  VOICE

“20年間維持・管理し、皆様に愛される環境に”
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